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中小企業活性化協議会とは（協議会事業の全体像）

• 多様な中小企業の事業再生等を支援するため、各都道府県に中小企業活性化協議会（以下「協議会」といいます。）を、独
立行政法人中小企業基盤整備機構に中小企業活性化全国本部を設置。

• 各協議会に、事業再生等に関する知識と経験を持つ専門家（公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士等）が常駐して
おり、中小企業の再生等に係る相談などにきめ細やかに対応しつつ、地域の総力を結集し事業再生等を支援。

※ 「協議会」の前身である｢中小企業再生支援協議会｣は、収益性のある事業を有しているものの、財務上の問題を抱えている中小企業者
の再生を支援する目的で、2003年に創設。2022年３月４日に「中小企業活性化パッケージ」が公表されたことを受け、2022年４月１日、
経営改善支援センターと統合し、「協議会」に名称変更。

• 協議会は、中小企業の活性化を支援する「公的機関」として、全国の商工会議所等が運営。協議会が地域のハブとなり、金融機関、
民間専門家、各種支援機関と連携し、「地域全体での収益力改善・事業再生・再チャレンジの最大化」を追求。



認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業：Vアップ支援事業
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• 資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などに取り組む中小企業を対象として、認定経営革新等支援機関の支援を受
けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった計画の策定を支援。

• 中小企業が認定経営革新等支援機関に対し支払う費用の2/3を中小企業活性化協議会が支援する。

※上限額25万円（経営者保証解除を目指した計画を作成し金融機関交渉をする場合は、上限10万円を別途補助。）

• 本事業では、2023年4月より「収益力改善支援に関する実務指針」（2022年12月策定）に沿った支援を行うことと
し、ガバナンス体制の整備を含め、早期の経営改善に向けた支援を行うこととしている。

• 2024年2月から2028年1月末まで、時限的に民間金融機関による支援も補助対象を実施している。

中小企業活性化協議会

① 連名で支援申込
⑤⑨ 支払申請
（計画策定、伴走支援、金融機関交渉(注)）

金融機関

認定経営革新等
支援機関
（外部専門家）

② 計画策定、金融機関交渉
等のサポート

中小企業・
小規模事業者

③ 計画書提出

④⑧ 費用の1/3を支払

⑥⑩ 費用の2/3を支援
   （上限25万円(注)）

⑦ 伴走支援

(注)経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合は別途補助（補助上限額10万円）
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（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より 2



Vアップ事業の事例（中企庁HP）
⚫ 早期段階で収益力改善に取り組む飲食店の事例
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認定支援機関による経営改善計画策定支援事業：405事業
• 金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業を対象に、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定

を支援【通常枠】。2022年4月より、「中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小版GL)」に基づく事業再生
等を促進する支援メニューを追加【中小版GL枠】。

• 中小企業者等が認定経営革新等支援機関に対し支払う費用の2/3を中小企業活性化協議会が支援する。                         
※上限額：通常枠＝300万円(注)、中小版GL枠＝700万円

• 通常枠では、2023年4月より「収益力改善支援に関する実務指針」（2022年12月策定）に沿った支援を行い、本源
的な収益力の改善支援に加え、ガバナンス体制の整備についての支援も行うこととしている。
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(注)通常枠で、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合は別途補助（補助上限額10万円）

中小企業活性化協議会

① 連名で支援申込
⑥⑩ 支払申請
（DD･計画策定、伴走支援、金融機関交渉(注)）

⑦⑪ 費用の2/3を支援
       通常枠 : 上限300万円(注)

       中小版GL枠 : 上限700万円

金融機関
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405事業の事例（中企庁HP）
⚫ 既存借入の借換により経営改善に取り組む製造業者の事例
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経営改善計画書のサンプル（原則版 ※抜粋）



2.1.1 支援者による気づきの提供
早い段階で収益力改善に取り組む上では、特に、決算書等で随時経営状況を把握できる、顧問税理士や取引金融機関等の支
援者の役割が重要である。 7



１．早期相談に向けた取組強化

1. 2024年3月に「再生支援の総合的対策」を策定してから１年が経過。中小企業活性化協議会（以下、「協議会」）への相談件数
も過去最高水準に達し、事業再生支援ニーズはより一層高まっている状況。

2. 足元では、債権者の多数決と裁判所認可により金融債務の減免等を可能とする早期事業再生法案が閣議決定。中小企業向け
には、更に、協議会や「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を活用した支援を一層充実させていく必要がある。特に、抜本
再生・再チャレンジ案件が増加していることを踏まえ、時機を逃すことなく、「早期」に必要な支援を提供できるよう体制を強化する。

再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ
2025年3月17日
経済産業省
金 融 庁
財 務 省

① 信用保証協会向け監督指針改正後のＰＤＣＡの徹底

→信用保証協会による協議会への持込状況の把握や主体的な検討に基づく支援状況を確認【2025年夏頃】

② 金融機関による「早期経営改善計画策定支援事業」の拡充・延長

→2025年2月に実施した民間金融機関による支援要件の拡充と期限延長を契機として、事業の通称をポスコロ事業からVアップ事業に変更【2025年４月～】

③ 中小企業・小規模事業者の経営状況の「予兆管理における着眼点」を整理・公表

→信用保証付融資先の予兆管理の取組を促進【2025年３月】

④ 経営悪化の予兆が検知された場合の情報共有・連携の考え方を整理・公表

→税理士等の認定経営革新等支援機関とも連携し、経営状況のモニタリング結果の活用の在り方を検討【2025年３月】

⑤ 中小企業・小規模事業者が一定の経営情報を提供するインセンティブの具体化

→予兆管理・モニタリングの強化に向けて、中小企業による経営情報の提供を要件とした支援策の導入等を検討【2025年度中】

⑥ 再チャレンジ事例集の公表

→早期決断による円滑な再チャレンジの意識醸成に活用【2025年4月】

⚫ 信用保証協会から協議会への案件持込も一定の成果が出始めているが、事業再生支援ニーズの高まりも踏まえ、一層の促進。

⚫ コロナ禍で信用保証協会が実質メインとなる事業者が増加したこと等を踏まえ、信用保証協会と民間金融機関等が連携した予兆管
理の体制強化等、効果的な事業者支援の実行に向けて、経営情報のモニタリングの高度化を図る仕組みを構築するよう促す。

⚫ 再チャレンジ支援が増加する中、関係機関も含め、経営状況の悪化が進んでしまった段階での相談にならないよう意識を醸成。
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政
府
系
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関
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（
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用
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証
制
度
）

民
間
金
融
機
関

日本公庫等のコロナ特別貸付
（売上▲5％等 災害貸付金利を適用）

日本公庫等のコロナ資本性劣後ローン
（適用利率2.95％等、限度額15億円）

協調支援型特別保証
（80％保証、保証料引下げ、上限2.8億円、保証期間10年）

日本公庫等のセーフティネット貸付
（利益率▲5%→金利▲0.4%）

※資材費等の価格高騰対策として実施

2月末～3月中旬 3月末

経営改善サポート保証（経営改善・再生支援強化型）
（100％保証は100％保証で借換、保証料0.3％、

上限2.8億円、保証期間15年）

6月

通常時の資本性劣後ローンの拡充
（省力化投資に取り組む事業者を対象に追加、

適用利率見直し、限度額の拡充（10億円→15億円））

※終了。ただし、借換に対応可能な「危機対応後経営安定貸付」を新たに措置。
（限度額20億円、貸付期間最大20年、基準金利を適用）

経営改善サポート保証（コロナ対応）
（100%保証は100%保証で借換、保証料0.2%、上限2.8億円、保証期間15年）

コロナ借換保証
（100%保証は100%保証で借換、保証料0.2%、

上限1億円、保証期間10年）

2025年1月以降の資金繰り支援の全体像

（注）青マーカーの施策はコロナ対応型の支援策、緑マーカーの施策は
コロナに限定していない支援策。

24年６月末

※ただし、石川県内一部地域でのみ継続中。
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経営改善サポート保証（経営改善・再生支援強化型）

コロナ対応型 経営改善・再生支援強化型

主な要件

・経営サポート会議（※）や405事業等により作成
した経営改善・事業再生計画の提出

※金融機関等の関係者により個々の事業者を支援す
る信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

・経営サポート会議（※）や405事業等により作成し
た経営改善・事業再生計画の提出

※金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する
信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

限 度 額 2.8億円 2.8億円

保証期間 15年（据置5年以内） 15年（据置3年以内）

保証割合
100％保証の同額借換：100％
それ以外：80％保証

100％保証の同額借換：100％
それ以外：80％保証

金 利 金融機関所定利率 金融機関所定利率

保証料率 80％・100％保証：0.2％ 80％・100％保証：0.3％

取扱期限 2025年3月31日 2026年3月31日

• 経営改善サポート保証は、経営サポート会議や経営改善計画策定支援事業（405事業）等により作成した経営改善・
再生計画に基づき、中小企業者が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を保証付融資で支援し、経営改
善・事業再生の取組を後押しする制度。

• 経営改善サポート保証（コロナ対応型）については、2025年3月31日まで延長し、その後、後継制度として「経営
改善・再生支援強化型」を措置する。
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参照一覧

• 中小企業庁のウェブサイト

早期経営改善計画策定支援

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

（※収益力改善に関する実務指針も当該ページ内にリンク掲載）

経営改善計画策定支援

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

• 中小企業活性化全国本部のウェブサイト

経営改善計画策定支援事業（早期経営改善計画策定支援事業・経営改善計画策定支援事業）

https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/improvement.html

中小企業活性化協議会による支援

https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/national_headquarters/index.html



近畿経済産業局管内の中小企業活性化協議会一覧
中小企業活性化協議会（経営改善計画策定支援事業）

福井県
０７７６－３３－８２９３

福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ビル3階
https://fukui-kasseikyo.go.jp/

滋賀県
０７７－５１１－１５２９

大津市打出浜2-1 コラボしが21 9階
https://www.shigasrc.go.jp/

京都府
０７５－３５３－７３３１

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター6階
https://www.kyoto-kasseikyo.go.jp/

大阪府
０６－６９４４－６４８１

大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5階
https://kasseika.osaka-cci.go.jp/

兵庫県
０７８－３０３－５８５６

神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館8階
https://hyogo-kyogikai.go.jp/

奈良県
０７４２－５２－５１１０

奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所 3階
https://nara-kasseika.go.jp/

和歌山県
０７３－４０２－７７８８

和歌山市西汀丁36 和歌山商工会議所2階
https://www.wakayama-cci.or.jp/wakayama/business/kigyousaisei/
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ご清聴いただき、ありがとうございました。

問い合わせ先：経済産業省 近畿経済産業局 中小企業課
TEL ０６－６９６６－６０２３
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